
国民健康保険の医療費を大切に使いましょうお知らせ
市内の商業施設で
マイナンバーカードの申請補助サービスを実施しますお知らせ

市民カメラマン募集募集

広 告 遺言・相続・成年後見・離婚…等々、相談先が分からずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元
日高市のアイビー行政書士事務所へご相談ください。 ☎０４２－９８５－７５６６ （行政書士　田中諭）広 告 高齢者向け宅配弁当 594円（税込み）〜「宅配クック１
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必要書類（次のうちどれか1つ）
〇 個人番号通知カードの下についている「個人番号

カード交付通知書兼電子証明書発行申請書」
〇 国から送付された個人番号交付申請書（令和３年

１月以降に送付されています）
〇 マイナンバーが分かる資料（個人番号通知カード、

個人番号通知書など）
※上記の書類が１つもない
場合は、顔写真付き本人
確認書類１点（運転免許証、
パスポート等）、または顔
写真付きでない本人確認が
できるもの２点（健康保険
証、年金手帳等）をお持ち
ください。

　市内の商業施設と日高市商工会にご協力いただき、マイナンバーカードを取得していない人を対象に、市
職員が写真撮影や申請手続きの補助サービスを実施します。費用はかかりません。

セルフメディケーションで健康管理をしましょう
　セルフメディケーションとは、自分の健康に責任
を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること
です。
　特定健康診査で体の状態を定期的に把握し、軽い
体調不良のときは、ドラッグストアなどで処方箋な
しで購入できるOTC医薬品を上手に使いましょう。
かかりつけ医を持ちましょう
　信頼できるかかりつけ医は、日常的に医療を行う
だけでなく、健康相談ができる大切な存在です。過
去の診療のデータも活用でき、病気の早期発見につ
ながります。
重複受診は控えましょう
　複数の医師に同じ病気を診てもらうこと（セカン
ドオピニオンは除く）は、その都度初診料がかかり、
検査・処置・注射・投薬などを最初からやり直すこ
ととなります。体への負担だけでなく、医療費が増
える要因にもなるので、現在の治療に不安があると
きは、まずかかりつけ医に伝えて話し合ってみまし
ょう。
お薬手帳を持ちましょう
　お薬手帳は、処方された薬の履歴をまとめるため
の手帳です。多数服薬の副作用（ポリファーマシー）
の確認などに役立ちます。お薬手帳を持参すると、
薬局での費用が安くなる場合があります。また、薬
が余っているときは医師・薬剤師に相談し、もらい
過ぎに注意しましょう。

ジェネリック医薬品を活用しましょう
　ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果がある
と認められている後発医薬品です。新薬より安価な
ため、薬代の自己負担を軽減するとともに、医療費
を抑えることができます。
交通事故などにあったときは必ず連絡をしましょう
　交通事故や傷害など第三者の行為によって受けた
傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担しま
す。損害賠償等で時間がかかるときは、国民健康保
険で一時的に立て替えることもありますが、保険証
を使用するときは必ず上記へ連絡をしましょう。
整骨院や接骨院で施術を受ける人へ
　整骨院や接骨院で施術を受けるときに保険の対象
となる負傷は、外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲
および捻挫（肉ばなれを含む）に限られます。単なる
肩こりや筋肉疲労は対象外です。施術を受ける前に
確認しましょう。

　医療機関等を受診したときの医療費（国民健康保険分）は、皆さんが納める保険税と国からの補助金等から
支払われています。医療費を節約し、今後も皆さんが安心して医療を受けられるよう、ご協力をお願いします。
問�い合わせ　保険年金課国民健康保険担当（１階③番窓口）

　一眼レフカメラやミラーレスカメラ等を使用して、広報ひだかや市ホームページ等に掲載する写真をボラ
ンティアで撮影する市民カメラマンを募集します。

任期　４月１日〜令和５年３月31日
対象（次の全てを満たす人）
① 18歳以上の市民または連携協定を締結している

大学の学生
②写真撮影に必要な機材を用意できる人
③ 主に土・日曜日および祝日に無償ボランティアで

活動できる人
募集人数　５人程度

応�募方法　応募用紙に必要事項を記入し、自分で撮
影した写真を添付して、２月28日（月）までに電
子申請または直接下記へ

※応募用紙は下記または各公民館に備え
てあるほか、市ホームページからもダウ
ンロードできます。
※後日面談等による選考を行います。
※撮影した写真の著作権は市に帰属します。
問い合わせ　市政情報課広報・統計担当

※マイナンバーカードの交付窓口は平日の開庁時間
に加え、毎週火・木曜日の午後７時まで、毎月第２
土曜日（４月除く）、最終日曜日（３月除く）の午前９
時から正午まで行っています（完全予約制）。
問い合わせ　市民課市民担当（１階②番窓口）

マイナンバーカード取得までの流れ
申請補助サービス会場へ来場
　申請書の記入後、市職員が顔写真を撮影

１か月半ほどで市民課より交付通知書が届く
　 通知（ハガキサイズ）が届いたら、電話で受

取日時等を予約

市民課窓口にてマイナンバーカードの受け取り
　 予約した日時に、市民課で受け取り

期日 場所 時間

２月13日（日）
　　14日（月）
　　15日（火）

ヤオコー高麗川店
２階 午前10時〜

午後４時
２月22日（火）
　　23日（祝）

こま武蔵台ショッピ
ングセンター内

　新たなマイナポイント事業（マイナポイント第２弾）が開始されたことに伴い、マイナポイントの予約・申
込支援窓口を市役所１階ロビーに設置しています。
※健康保険証の利用申し込みもできます。
※マイナンバーカードを取得していない人は申し込みができません。

マイナポイント第２弾の対象
① マイナンバーカードを新規取得し、キャッシュレ

ス決済を利用し、買い物やチャージを行った人（マ
イナポイント第１弾をまだ申し込んでいない人も
含む）

※①の申し込みには、マイナポイントの対象となる
キャッシュレス決済事業者のアプリやカード等が必
要です。
② 健康保険証としての利用登録を行った人（既に申

し込みや利用登録を行った人も含む）
③公金受取口座の登録を行った人
※②、③のポイントの申し込み、付与の開始時期は
未定です。

マイナポイントの手続きに必要なもの　
　 マイナンバーカード、マイナンバーカード取得時

に設定した「利用者証明用電子証明書」の暗証番
号（４桁）

※選択するキャッシュレス決済事業者によっては、
事前登録等が必要となる場合があります。事前登録
は支援の対象となりませんので、あらかじめ事前登
録等を行った上、来庁してください。
※一部、支援窓口で使用できないキャッシュレス決
済事業者（楽天ペイ等）がありますので注意してくだ
さい。
問い合わせ　市民課市民担当（１階②番窓口）

マイナポイントの予約・申し込み支援窓口をご利用ください

電子申請
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